
┏ ┓  ～ ひ と り 親 家 庭 の 自 立 を サ ポ ー ト す る ～  

┗ ■   Y E L L な が さ き  メ ー ル マ ガ ジ ン V o l . 1 9 3  2 0 2 3 . 5 . 3 1 配 信  

 ┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

こ の メ ー ル マ ガ ジ ン は 、 情 報 提 供 を 希 望 す る 登 録 者 の み な さ ま  

及 び ス タ ッ フ が 名 刺 交 換 を さ せ て い た だ い た 方 へ お 送 り し て い ま す 。 

 

_ / _ / _ / _ /  I  N  D  E  X  _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

 

.  支  援  情  報 … … 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金（ ひ と り 親 世  

帯 分 ） の ご 案 内  

 

・ 特      集 … … ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 （ 住 宅 支  

援 資 金 ） の ご 案 内  

 

・ 6 月 の 予 定… … Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談  

 

・ 編 集 後 記 … … 五 月 晴 れ っ て い つ ？  

 

■ 支 援 情 報━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 （ ひ と り 親 世 帯 分 ） の ご 案 内  

 

食 品 等 の 物 価 高 騰 に 直 面 し 、 影 響 を 特 に 受 け る 低 所 得 の ひ と り 親 世  

帯 に 対 し 、 そ の 実 情 を 踏 ま え た 生 活 の 支 援 を 行 う 観 点 か ら 、 国 の 通  

知 に 基 づ き 、 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 （ ひ と り 親 世 帯 分 ） の  

給 付 金 の 支 給 が 実 施 さ れ ま す 。  

 

≪ 支 給 対 象 者 ≫  

①  令 和 5 年 3 月 分 又 は 4 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 方



（ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 ）  

※ 令 和 5 年 2 月 2 8 日 ま で （ 4 月 分 の 場 合 は 3 月 3 1 日 ま で ） に 児 童

扶 養 手 当 の 申 請 を し 、 手 当 の 支 給 が あ る と 認 定 を 受 け た 方  

② 公 的 年 金 給 付 等 を 受 け て い る こ と に よ り 、 令 和 5 年 3 月 分 の 児 童

扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い な い 方 （ 受 給 資 格 者 ）  

※ 「 公 的 年 金 給 付 等 」 と は 、 遺 族 年 金 、 障 害 年 金 、 老 齢 年 金 、 労 災

年 金 、 遺 族 補 償 な ど が 該 当 し ま す 。  

※ 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 制 限 限 度 額 を 上 回 る 場 合 は 支 給 対 象 と な り ま

せ ん 。  

③ 令 和 5 年 3 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 は 受 給 し て い な い が 、 食 費 等 の 物

価 高 騰 の 影 響 を 受 け て 家 計 が 急 変 し 、 収 入 が 児 童 扶 養 手 当 を 受 給 し

て い る 方 と 同 じ 水 準 と な っ て い る 方 （ 家 計 急 変 者 ）  

 

★ 上 記 2 又 は 3 に 該 当 す る 場 合 で あ っ て も 、 ひ と り 親 世 帯 以 上 の 低

所 得 の 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 （ そ の 他 世 帯 分 ） の 支 給 を 既

に 受 け て い る 場 合 は 、 本 給 付 金 の 支 給 は 受 け ら れ ま せ ん 。  

 

≪ 支 給 額 ≫  

児 童 1 人 当 た り 一 律 5 万 円  

 

≪ 申 請 方 法 ≫  

1 .令 和 5 年 3 月 分 ま た は 4 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 の 方 (申 請 不

要 )※ 5 月 3 1 日（ 水 ）に 児 童 扶 養 手 当 の 指 定 口 座 へ 振 り 込 ま れ ま す 。  

2 .上 記 1 以 外 の 方 （ ② 受 給 資 格 者 ③ 家 計 急 変 者 に 該 当 す る 方 ）  

申 請 が 必 要 で す 。  

・ 申 請 書 に 振 り 込 み 先 口 座 な ど を 記 入 し て 、 必 要 書 類 と と も に お 住

ま い の 市 区 町 村 の 窓 口 に 直 接 、 ま た は 郵 送 で ご 提 出 く だ さ い 。  

・ 給 付 金 の 支 給 要 件 に 該 当 す る 方 に 対 し て 、 申 請 内 容 を 確 認 し て 指

定 口 座 に 可 能 な 限 り 速 や か に 振 り 込 ま れ ま す 。  

 



■ 特    集 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 （ 住 宅 支 援 資 金 ）  

 

「 母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム 」 に よ る 支 援 を 受 け 、 自 立 に 向 け

て 意 欲 的 に 取 り 組 む ひ と り 親 家 庭 の 親 に 対 し て 家 賃 の 支 払 い を 支 援

す る 制 度 で す 。  

 

≪ 貸 付 対 象 者 ≫  

①  児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者（ 若 し く は 所 得 が 児 童 扶 養 手

当 支 給 水 準 の 世 帯 の 者 ）  

②  県 又 は 市 で 実 施 し て い る「 母 子・父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム 策 定 事

業 」 に 基 づ く プ ロ グ ラ ム の 策 定 を 受 け て い る 者  

 

≪ 貸 付 金 額 ≫  

・ 入 居 し て い る 住 宅 の 家 賃 の 実 費 （ 月 額 上 限 4 万 円 ）  

※ 他 の 家 賃 支 援 の 給 付 を 受 け て い る 場 合 は 、 そ の 差 額 に な り ま す 。  

 

≪ 貸 付 期 間 ≫  

・ 1 2 か 月 ま で  

 

≪ 返 還 免 除 ≫  

・ 本 人 の 取 組 み の 結 果 、 安 定 的 な 就 労 に つ な が っ た 場 合 は 、 1 年 間

の 就 労 継 続 後 に 返 還 を 一 括 し て 免 除 さ れ ま す 。  

 

≪ 申 込 ≫  

・ 随 時 可 能 （ 先 着 順 ）  

 

詳 し い 情 報 は こ ち ら か ら  

 



h t t p : / / w w w . n a g a s a k i - p r e f -

s h a k y o . j p / s e c t i o n / j i n z a i / j i g y o / h i t o r i o y a _ j y u t a k u s i e n /  

■ 6 月 の 予 定━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 「 Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談 」  

6 月 2 1 日 （ 水 ） 1 3 : 0 0～ 1 6 : 0 0  《 事 前 予 約 受 付 中 》  

担 当 は 鷲 見  賢 一 弁 護 士 （ 長 崎 県 弁 護 士 会 所 属 ） で す 。  

弁 護 士 法 人 A L A W & G O O D L O O P 長 崎 オ フ ィ ス ホ ー ム ペ ー ジ  

h t t p : / / a g l - l a w . j p / a b o u t u s / o f f i c e / n a g a s a k i - o f f i c e /  

※ 日 程 等 合 わ な い 場 合 は ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 来 所 し て の 相 談 が 難 し い 場 合 は 、 電 話 法 律 相 談 も 行 な っ て お り ま  

す 。 ま ず は お 問 合 せ く だ さ い 。  

 

■  編 集 後 記 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 五 月 晴 れ っ て い つ ？  

5 月 付 近 に よ く 聞 く 「 五 月 晴 れ （ さ つ き ば れ ）」 と い う 言 葉 。  

い つ 使 う 、 ど ん な 晴 れ 方 な の ？ と 気 に な る 方 も い る の で は な い で し

ょ う か 。  

実 は 、元 々 は 旧 暦 の 5 月 に「 梅 雨 の 合 間 の 晴 れ 」を 指 す 言 葉 で し た 。  

つ ま り 、 5 月 と い う よ り 6 月 に 使 う 言 葉 だ っ た の で す 。 し か し 、 そ

の 言 葉 通 り の 意 味 で 「（ 新 暦 の ） 5 月 晴 れ 」 と い う 意 味 で 使 わ れ る 、

い わ ば 誤 用 が 広 が り ま し た 。 そ れ が 定 着 し た こ と で 、 現 在 で は そ の

使 い 方 も 正 し い と さ れ る よ う に な り 、 辞 書 で も そ の よ う に 記 載 さ れ

る こ と が 多 く な り ま し た 。  

俳 句 の 季 語 と し て は 「 5 月 晴 れ と す る の は 誤 用 」 と い う 考 え 方 も あ

り ま す が 、 基 本 的 に は 5 月 の 晴 れ た 空 を 「 五 月 晴 れ 」 と 表 現 し て 問

題 あ り ま せ ん 。   

 

最 後 ま で 読 ん で い た だ い て あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

http://agl-law.jp/aboutus/office/nagasaki-office/


_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

＠ Y E L L な が さ き メ ー ル マ ガ ジ ン  

発  行  日 ： 毎 月 2 回 発 行 （ 休 刊 ： 祝 日 、 年 末 年 始 な ど ）  

※ ご 意 見 ご 感 想 は こ ち ら ま で  

y e l l @ n a g a s a k i s h i - b o s h i k a i . j p  

＠ Y E L L な が さ き 通 信  

毎 月 、 情 報 誌 「 Y E L L な が さ き 通 信 」 を 発 行 し て い ま す 。  

ご 購 読 希 望 の 方 は ご 連 絡 く だ さ い 。  

ま た 、 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も 読 む 事 が 出 来 ま す 。  

h t t p s : / / w w w . y e l l - n a g a s a k i . j p / t s u u s h i n . h t m l  

 

＠ L I N E で も 情 報 を 発 信 し て お り ま す 。  

ぜ ひ ご 覧 く だ さ い < ( _  _ ) >  

h t t p s : / / l i n . e e / w 9 3 R w I h  

 

＠ フ ェ イ ス ブ ッ ク ペ ー ジ で も 情 報 発 信 し て い ま す 。  

あ わ せ て ご 覧 く だ さ い < ( _  _ ) >  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / y e l l n a g a s a k i  

 

＠ 長 崎 県 子 ど も の 貧 困 総 合 相 談 窓 口 （ つ な ぐ  な が さ き ）  

電 話 番 号 ： 0 9 5 - 8 0 1 - 2 4 4 2  

M a l i： k o d o m o - s o u d a n @ n a g a s a k i s h i - b o s h i k a i . j p  

ホ ー ム ペ ー ジ ： h t t p s : / / w w w . y e l l - n a g a s a k i . j p / s o u d a n 0 1 . h t m l  

L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト ： h t t p s : / / l i n . e e / 2 O f C 3 y L  

 

＠ 長 崎 県 に ん し ん S O S 相 談 窓 口  

電 話 番 号 ： 0 9 5 - 8 0 1 - 2 4 4 3  

M a l i： n - s o s @ n a g a s a k i s h i - b o s h i k a i . j p  

ホ ー ム ペ ー ジ ： h t t p s : / / w w w . y e l l - n a g a s a k i . j p / s o u d a n 0 2 . h t m l  

L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト ： h t t p s : / / l i n . e e / 9 D r M m 7 E  

https://www.yell-nagasaki.jp/soudan01.html
https://www.yell-nagasaki.jp/soudan02.html


 

※ 今 後 、 本 メ ー ル マ ガ ジ ン が 不 要 な 方 は 、 ご 面 倒 で す が 、  

下 記 ア ド レ ス ま で メ ー ル を 送 信 く だ さ い < ( _  _ ) >  

y e l l @ n a g a s a k i s h i - b o s h i k a i . j p  

【 件 名 】 メ ル マ ガ 配 信 解 除  

【 本 文 】 ① 名 前  ② フ リ ガ ナ  

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

【 発 行 元 】  

◆         Y E L L（ エ ー ル ） な が さ き   

■ ◆      長 崎 県 ひ と り 親 家 庭 等 自 立 促 進 セ ン タ ー   

■ ■ ◆      〒 8 5 2 - 8 1 0 8  長 崎 県 長 崎 市 川 口 町 長 崎 西 洋 館 M 2 階  

■ ■ ■ ◆    T E L : 0 9 5 - 8 1 3 - 0 8 0 0  F A X : 0 9 5 - 8 4 8 - 1 1 1 2  

■ ■ ■ ■ ◆  M A I L : y e l l @ n a g a s a k i s h i - b o s h i k a i . j p  

■ ■ ■ ■ ■  H P : h t t p s : / / w w w . y e l l - n a g a s a k i . j p /  

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

※ 本 メ ー ル は 「 M S ゴ シ ッ ク 」 な ど の 等 幅 フ ォ ン ト で 最 適 に 表 示  

さ れ ま す 。  

_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  


